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議会報告会を開催しました！
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１月臨時議会の概要

　議決一覧

２月定例議会の概要

　各委員会での主な議案審査状況

　議決一覧

　代表質問

　一般質問

議会報告会

委員会などのライブ中継開始
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２月４日に、第13回議会報告会を開催しました。今回は、
子育てをテーマにワークショップ（意見交換会）を行い、参
加者の皆さまからたくさんの貴重なご意見を頂くことがで
きました（Ｐ15参照）。
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１月臨時議会の概要

月臨時議会を、１月22日に開催しました。まず、市長から「令和５年度鈴鹿市一般会計補正

予算（第７号）」の議案が提出され、提案説明の後、質疑を行い、採決の結果、可決しました。

　最後に、２月20日までを休会とすることを決定し、散会しました。

原油価格・物価高騰対策に係る

令和５年度鈴鹿市一般会計補正予算（第７号）を可決

１

２月定例議会の概要 

月定例議会を、２月21日から３月25日ま

での34日間の期間で開催しました。

　まず、初日の２月21日には、市長から施政方

針が述べられました。次に、市長から「令和６

年度鈴鹿市一般会計予算」など26件の議案が提

出され、提案説明が行われました。続いて、市

長から「鈴鹿市手数料条例の一部改正について」

など３件の議案が提出され、提案説明の後、質

疑を行い、提出議案を各委員会に付託し、議案

の審査を行いました。その後、各委員長から付

託議案について審査結果の報告があった後、採

決の結果、議案３件はいずれも可決しました。

　３月４日には、市長の施政方針に対し、５会

派から代表質問を行いました。

　５日には、提出議案に対する質疑を行い、５日、

６日、８日、11日には、18名の議員が一般質問

を行いました。

　11日には、議案26件を各委員会に付託しまし

た。また、市長から「令和５年度鈴鹿市一般会

計補正予算（第８号）」など６件の議案が追加

提出され、提案説明の後、提出議案を各委員会

に付託しました。その後、「情報発信に関する

請願書」を総務委員会に付託しました。

　11日、12日、13日、21日には、各委員会で付

託議案の審査などを行いました。

　最終日の25日には、各委員長から付託議案に

ついて審査結果の報告があり、３名の議員が討

論を行った後、採決の結果、議案32件はいずれ

も可決しました。次に、請願について総務委員

長から審査結果の報告があり、１名の議員が討

論を行った後、採決の結果、不採択としました。

続いて、市長から「財産の取得について」など

４件の議案が提出され、提案説明の後、提出議

案を各委員会に付託し、議案の審査を行いまし

た。その後、各委員長から付託議案について審

査結果の報告があった後、採決の結果、議案４

件はいずれも可決しました。次に「鈴鹿市議会

委員会条例の一部改正について」の委員会発議

案が提出され、提案説明の後、採決の結果、可

決しました。また、市長から「鈴鹿市副市長の

選任同意について」など６件の議案が追加提出

され、提案説明の後、採決の結果、議案６件は

いずれも同意することに決定しました。

　最後に、４月29日までを休会とすることを決

定し、散会しました。

令和６年度鈴鹿市一般会計予算などを中心に 46議案を可決

２

議 決 一 覧 （１月臨時議会）

令和５年度鈴鹿市一般会計補正予算（第７号）議案第１号

１月臨時議会に提出された議案は、全会一致で可決しました。
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各委員会での主な議案審査状況

　組織力の強化を図るため、市長の事務部局および消防機関の職員の定数を改め

ようとするもの。

議案第11号　鈴鹿市職員定数条例の一部改正について

　令和４年度および令和５年度の時間外勤務の合計時間は。

　平日、休日を合わせて、令和４年度が23万5,793時間、令和５年度が令和６年

１月末時点で18万9,621時間である。

質 　疑

答 　弁

　職員定数を上げることで、時間外勤務を削減することができるのか。

　毎年度必要な人員を増やしていくが、今後も増加するであろう業務量を考慮す

ると、すぐに時間外勤務を削減できるわけではない。しかし、適切な職員数を配

置することにより、適正な業務管理、マネジメントができるものと考える。

質 　疑

答 　弁

　定年引き上げに伴う職員採用の考え方は。

　２年に１度、定年退職者が発生しない年度があるが、新規採用職員については、

毎年退職者見込数の半分を採用していく予定である。

質 　疑

答 　弁

職員定数を改正し組織力を強化

総務委員会

３月13日

(午後)

３月13日

(午前)

２月21日

３月25日３月12日

(午後)

３月12日

(午前)

２月21日

【概 要】

議案第37号　財産の取得について

議案第38号　財産の取得について（追認）

議案第39号　財産の取得について（追認）

　消耗品および資産に関する考え方は。

　消耗品とは、鉛筆や消しゴムなど、金額を問わず４～５年で消耗する物である。

条例上、2,000万円以上の動産または不動産を取得する場合には議決が必要とな

るが、これまでは、消耗品が動産に含まれると認識していなかった。しかし、消

耗品であっても、2,000万円以上であれば、議決の上、調達することが必要との

見解に至ったため、今回、追認の議案を提出することとなった。

質 　疑

答 　弁

過去の教師用指導書などの取得を追認

文教環境委員会

【概 要】 　議案第37号は、小学校の教科用図書が令和６年度に改訂されることに伴い、教

師用指導書を更新しようとするもの。議案第38号は、平成27年４月１日に契約し

た小学校教師用教科書および指導書の取得について追認の議決を求めるもの。議

案第39号は、令和２年４月２日に契約した小学校教師用指導書の取得について追

認の議決を求めるもの。　
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　鈴鹿市立白子幼稚園、稲生幼稚園、加佐登幼稚園、栄幼稚園の４園を廃園する

ため、条例の一部を改正するもの。

議案第13号　鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について

　廃園となる施設は、今後どのように利用するのか。

　白子幼稚園、稲生幼稚園および加佐登幼稚園は、学童保育の施設として利用す

る方向で考える。栄幼稚園は、現時点において利用する予定がないため、地域と

協議を行いながら、今後の施設利用を検討していきたい。

質 　疑

答 　弁

　廃園となる施設を学童として使用する場合、用途外使用の問題は生じないのか。

　用途変更については、公共施設政策課も含め、用途替えの基準をクリアできる

ように検討を進めている。

質 　疑

答 　弁

廃園となる市立幼稚園の利用方法

地域福祉委員会

３月13日

(午後)

３月13日

(午前)

３月13日

(午後)

３月13日

(午前)

３月25日

【概 要】

予算決算委員会
　予算の審査は、総務、文教環境、地域福祉、産業建設の各分科会に分かれ、詳細な審査
を行いました。その後、予算決算委員会の全体会においては、各分科会から審査の経過と
結果の報告を受け、審査を行いました。

　令和６年度は、大木中学校、桜島小学校に合わせ

て７基（一般用５基・車椅子対応用２基）の配備を

予定している。

　大規模災害を想定した収容避難所の環境整備および設備・備品などの維持管理

を行うもの。

　マンホールトイレの今後の配備予定は。

議案第２号　令和６年度鈴鹿市一般会計予算 

〇防災施設環境整備費／避難所等環境整備費　533万8,000円

質 　疑

答 　弁

　地震解錠ボックスは、震度５弱で自動解錠する。

令和６年度に、旭が丘小学校、稲生小学校、玉垣小

学校、白子中学校、千代崎中学校、天栄中学校の６

カ所に設置を予定している。

　地震解錠ボックスの詳細と、今後の設置場所は。質 　疑

答 　弁

総 務 分 科 会

災害に備えた収容避難所の環境整備

地震解錠ボックス

【概 要】
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３月12日

(午後)

３月12日

(午前)

多目的スポーツ施設（イメージ）

　現在、鼓ケ浦サン・スポーツランド内にあるクリケットコートがほぼ利用され

ていないため、コンクリート舗装を行い、スケートボードの初心者・中級者向け

の施設を整備しようと考えている。整備に当たって

は、鈴鹿スケートボード協会とも協議を行っている。

　鼓ケ浦サン・スポーツランド内にアーバンスポーツを中心とした多目的スポー

ツ施設およびその付帯施設を整備するもの。

　多目的スポーツ施設の詳細内容は。

議案第２号　令和６年度鈴鹿市一般会計予算

〇多目的スポーツ施設整備費　5,500万円

質 　疑

答 　弁

　鼓ケ浦サン・スポーツランド内にあるフットサル

コートおよびテニスコートも使用料を徴収している

ため、多目的スポーツ施設についても、有料にしよ

うと考えている。金額は未定であるが、今後条例改

正を行う予定である。

　多目的スポーツ施設の使用料は。質 　疑

答 　弁

　令和６年 12 月ごろの完成を予定している。

　完成時期はいつごろか。質 　疑

答 　弁

鼓ケ浦サン・スポーツランドに多目的スポーツ施設を整備

　令和６年度は、陸上競技、卓球、ハンドボール、バドミントン、剣道、ソフトボー

ル、合唱を、令和７年度は、野球、サッカー、バレーボール、バスケットボール、

吹奏楽で地域移行のモデル事業を実施する予定である。

　休日の学校部活動の地域連携および地域スポーツ・文化活動移行に向けた環境

の一体的な整備・充実を図るもの。

　地域移行を行う部活動の種類は。

〇部活動地域移行推進費　547万円

質 　疑

答 　弁

　指導者の確保は、鈴鹿市スポーツ協会などの人材バンクの活用や、教員の兼職

兼業により、休日の部活動地域移行に協力できる方を募っていきたい。また、部

活動地域移行についてのチラシを作成し、指導者の確保を図っていきたい。

　指導者はどのように確保するのか。質 　疑

答 　弁

文教環境分科会

休日の学校部活動の地域移行

【概 要】

【概 要】
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３月13日

(午後)

３月13日

(午前)

　医療的ケア児とは、痰吸引、経管栄養、導尿、インスリン注射による血糖管理

などの医療行為が必要な子どもである。

　医療的ケア児の受け入れに伴う看護師などを配置する私立保育園などに対し、

支援事業費を補助するもの。

　医療的ケア児とはどのような症状の子どもを指すのか。

議案第２号　令和６年度鈴鹿市一般会計予算

〇私立保育所等医療的ケア児保育支援事業費補助　1,504万円

質 　疑

答 　弁

　現在、公立保育所３園で受け入れている。私立保育園などについては、受け入

れを強制するのではなく、看護師の配置があるかなど、職員体制を考慮しながら、

受け入れが可能な施設に対して協力をお願いしていきたい。

　医療的ケア児を受け入れることができる保育所（園）などはあるのか。質 　疑

答 　弁

医療的ケア児支援事業費を補助

　学生であるか就労者であるかなどは問わず、年齢要件だけで対象者かどうかを

判断しようと考えている。

　対象者が医療機関を受診した際に支払った自己負担額（医療保険適用分に限る）

を助成するもの。

　子ども医療費の助成対象者を18歳まで拡充するに当たり、就労している子ども

は対象になるのか。

〇子ども医療費 　８億1,156万6,000円

質 　疑

答 　弁

　現状の試算では、子ども医療費の助成対象部分

だけで、約１億3,400万円の増額となる見込みであ

る。

　18歳まで拡充することにより、予算全体でどの

程度の増額となるのか。

質 　疑

答 　弁

　基本的には前年度の実績を基に予算を計上しているが、所得制限の撤廃や、新

型コロナウイルス感染症の５類移行による医療費

の増加などにより、前年度と比較して１人当たり

の年間金額を増額した。

　１人当たりの年間金額が前年度の予算に対して増額になった理由は。質 　疑

答 　弁

地域福祉分科会

子ども医療費の助成対象者を令和７年度から18歳まで拡充

【概 要】

【概 要】
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討論 （要旨）

＜議案第２号～議案第27号、議案第31号～議案第36号について＞

＜請願第１号について＞

討論は、議案に対する賛否の態度、考え方を明らかにするものです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

３月12日

(午後)

３月12日

(午前)

　自治会からの要望は、年間に約 1,000 件あり、緊急を要するものについては、

迅速に対応している。規模が大きい修繕については、年度内での対応が困難な場

合もあるが、小規模な修繕については、ほぼ年度内に対応している。また、側溝

清掃などの広範囲にわたるものについては、年次計画を立てて実施している。

　道路の維持管理に関する諸経費で、道路側溝や舗装の維持修繕を行うもの。

　道路の維持管理などに係る自治会からの要望は、年度内に対応できているのか。

議案第２号　令和６年度鈴鹿市一般会計予算

〇維持修繕費　４億2,977万7,000円

質 　疑

答 　弁

道路維持管理などの自治会要望対応

産業建設分科会

【概 要】

　職員定数増により、市長部局で最大約3.7億円

の経常的支出が増えるが、財源と組織変更も含

めた積算根拠について、理解と納得の

できる説明が不足している。議案の再

提出を求めるため反対する。

議案第11号に反対　その他議案は賛成

　小学校の維持修繕費１億4,363万7,000円のう

ち、プールの改修費が７校で約３分の１を占めて

いる。水泳授業の民間委託を進めてい

るのであれば、積極的に活用し、教職

員の負担を軽減すべきである。

全議案に賛成

　生活に困窮する世帯へのセーフティーネットと

しての生活保護制度が貧弱である。通院や日常

生活のために自動車の使用を認めた津

地方裁判所の判決に従い、市民に寄り

添った保護行政に改めることを求める。

議案第２号に反対　その他議案は賛成

市川　哲夫 議員

　鈴鹿市が情報発信をする際、報道対応マニュア

ルは整備されているが、その発信内容が良いもの

か否かを事前にチェックする仕組みが

ないため、情報発信に関するガイドラ

インの策定を求める。

請願第１号に賛成

れ い め い

中西　大輔 議員市 民 の 声

石田　秀三 議員
諸　派

（日本共産党）

宮木　健 議員
自由民主党
鈴鹿市議団

各委員会での主な議案審査状況、討論、代

表質問および一般質問の記事に掲載してい

るＱＲコードをスマートフォンで読み取っ

ていただくと、

動画（YouTube）

をご覧いただけ

ます。
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議 決 一 覧 （２月定例議会）
【○：賛成　×：反対】

鈴鹿市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する
条例の一部改正について

鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部改正について

鈴鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準を定める条例の一部改正について

鈴鹿市職員の育児休業等に関する条例及び鈴鹿市会計年度任
用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について

議案第２号

議案第３号

議案第４号

議案第５号

議案第６号

議案第７号

議案第８号

議案第９号

議案第10号

議案第11号

議案第12号

議案第13号

議案第14号

議案第15号

議案第16号

議案第17号

議案第18号

議案第19号

議案第20号

議案第21号

議案第22号

議案第23号

議案第24号

議案第25号

会派名

（　）は所属議員数

議 案　など

令和６年度鈴鹿市一般会計予算

令和６年度鈴鹿市国民健康保険事業特別会計予算

令和６年度鈴鹿市土地取得事業特別会計予算

令和６年度鈴鹿市介護保険事業特別会計予算

令和６年度鈴鹿市後期高齢者医療特別会計予算

令和６年度鈴鹿市水道事業会計予算

令和６年度鈴鹿市下水道事業会計予算

鈴鹿市行政組織条例の一部改正について

鈴鹿市職員定数条例の一部改正について

鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について

鈴鹿市国民健康保険条例の一部改正について

鈴鹿市市営住宅条例の一部改正について

鈴鹿市景観づくり条例の一部改正について

鈴鹿市消防団条例の一部改正について

鈴鹿市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

工事請負契約の締結について

工事請負契約の締結について

工事請負契約の締結について

工事請負契約の変更について

三重地方税管理回収機構規約の変更に関する協議について

原案可決
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〃
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〃

〃
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〃
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〃
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○
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（次ページに続く）

※１
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鈴鹿市議会委員会条例の一部改正について

情報発信に関する請願書

（前ページから続く）

議長は原則として採決に加わりません。

委員会発議案
第１号

○　○　○　○　○　○　○ 原案可決

請願第１号 ×　×　○　　　×　○　×　不採択

※２ 議長は原則として採決に加わりませんが、例外として、議案第13号は、地方自治法第244条の２第２項と、議会の議決に

付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例第３条の規定により、出席議員の３分の２以上の同意を

必要とすると定められている事項であるため、議長も採決に加わりました（議長賛成）。

※３ 南条雄士議員、水谷進議員、田中通議員は反対、市川哲夫議員は賛成。

※１ 薮田啓介議員、藤井栄治議員は賛成、中西大輔議員、市川昇議員、田中淳一議員は反対。

議案第26号

議案第27号

議案第28号

議案第29号

議案第30号

議案第31号

議案第32号

議案第33号

議案第34号

議案第35号

議案第36号

議案第37号

議案第38号

議案第39号

議案第40号

議案第41号

議案第42号

議案第43号

議案第44号

議案第45号

議案第46号

会派名

（　）は所属議員数

議 案　など

市道の認定について

市道の廃止について

鈴鹿市手数料条例の一部改正について

工事請負契約の締結について

工事請負契約の変更について

令和５年度鈴鹿市一般会計補正予算（第８号）

令和５年度鈴鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

令和５年度鈴鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

鈴鹿市企業版ふるさと納税基金条例の制定について

鈴鹿市税条例の一部改正について

財産の取得について

財産の取得について

財産の取得について（追認）

財産の取得について（追認）

財産の取得について（追認）

鈴鹿市副市長の選任同意について

鈴鹿市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

鈴鹿市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

人権擁護委員候補者の推薦同意について

人権擁護委員候補者の推薦同意について

人権擁護委員候補者の推薦同意について

原案可決
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　令和６年２月４日に、市役所本館12階会議室において、第13回議会報告会を開催しました。今

回は、例年のような各常任委員会からの取組内容の報告ではなく、広聴に重点を置き、「子育

て」をテーマとした議員とのワークショップ（意見交換会）などを実施しました。子育て・孫育

て中の参加者の皆さまから、たくさんの貴重なご意見をお伺いすることができました。

　皆さまから頂いたご意見は、今後の議会運営の参考にさせていただくことはもちろんですが、

令和６年３月21日には、正副議長および議会報告会作業班の正副班長から、総務部長、子ども政

策部長、健康福祉部長をはじめとした市職員に対し情報共有をさせていただくとともに、今後の

市の施策にも反映していただくようお願いをさせていただきました。

　これまで録画配信のみであった４つの常任委員会で

すが、令和６年５月から、YouTubeによるライブ中継を

開始します。このことにより、傍聴にお越しいただか

なくても、委員会などの様子をどこでも手軽にご覧い

ただくことが可能となります。加えて、新たに予算決

算委員会・全員協議会・特別委員会についてもライブ

中継を開始します。なお、YouTubeは市議会ウェブサイ

トから視聴していただくことが可能です。詳細は16

ページをご覧ください。

　また、令和６年３月１日には、市議会ウェブサイト

をリニューアルしました。皆さまに市議会を身近に感

じていただけるような情報発信に努めますので、ぜひ

ご覧ください。

議会報告会の様子

実施結果 当日配付資料

議会報告会終了後の議場見学の様子

市議会ウェブサイトトップページ

議会報告会の実施結果（アンケート結果含む）および当

日配付資料は、市議会ウェブサイトに掲載しています。

ぜひご覧ください。

第13回議会報告会を開催しました

委員会などのYouTubeライブ中継を開始します
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　議場の傍聴席にて音声を聞き取り

にくい方には、ヘッドホンを貸し出

していますので、議会事務局へお申

し付けください。

　また、手話通訳や要約筆記をご希望の方は、事前

に議会事務局へお申し付けください。

月

火

水

 
水

木

木

金

月

火

 
水

議 会 を 傍 聴 し ま せ ん か

本会議場：定員53名 委員会室：定員10名

議会に来られなくても…議会にお越しください

●本会議をライブ中継しています
　本会議の様子をケーブルテレビ（ＣＮＳ・112ch）

とYouTubeでライブ中継しています。放送時間は午

前10時（開会時間）から会議の終了までです。

　委員会などの様子をYouTubeでライブ中継してい

ます。ライブ中継の対象会議は、常任委員会・特

別委員会・全員協議会です。

●委員会などをライブ中継しています

　ライブ中継した本会議や委員会などの録画映

像をYouTubeで配信しています。

※録画映像のアップロードには数日を要します。

●録画映像も配信しています

●会議録でもっと詳しく

YouTubeは市議会ウェブサイト

からご覧いただけます。

　会議内容の詳細は、会議録をご覧ください。

会議録は、市役所本館14階の議会図書室と４階

の情報公開コーナーで閲覧ができます。また、

市議会ウェブサイトでも公開しています。

※２月定例議会の会議録は、６月上旬に配置予定です。

●傍聴の手続き方法
　本会議や委員会などの傍聴をするときは、市役所本

館14階の議会事務局で傍聴券を受け取ってから入室し

てください。本会議の傍聴受け付けは先着順です。本会

議以外の傍聴受け付けは、開会30分前から開始し、同10

分前に締め切ります（締め切り時点で傍聴希望者が定

員を超えた場合は、抽選により決定します。）。

　なお、会議の開催予定は、市議会ウェブサイトや市役

所掲示板などでお知らせします。

●音声を聞き取りにくい方に

５・６月の会議日程 （注）日程は変更になる場合があります。

10:00

10:00

 
10:00

10:00

10:00

 

13:00

10:00

10:00

５月 ６月

６月

20日

21日

 
24日

25日

 
26日

 
27日

28日

木

金

 
月

火

 
水

木

金

文教環境委員会

産業建設委員会

総務委員会

地域福祉委員会

議会運営委員会

議会改革特別委員会

本会議(提案説明)

議会運営委員会

本会議(質疑・一般質問)

本会議(一般質問)

本会議(一般質問)

本会議(一般質問)

議会運営委員会(本会議終了後)

各派代表者会議(議会運営委員会終了後)

本会議(一般質問・追加議案等・委員会付託)

予算決算委員会(本会議終了後)

文教環境委員会(分科会)

産業建設委員会(分科会)

総務委員会(分科会)

地域福祉委員会(分科会)

常任委員会予備日※

常任委員会予備日※

予算決算委員会

各派代表者会議(予算決算委員会終了後)

広報広聴会議(各派代表者会議終了後)

議会改革特別委員会

議会運営委員会

本会議(委員長報告・討論・採決)

全員協議会(本会議終了後)

議会だより編集会議(全員協議会終了後)

20日

21日

29日

 
５日

６日

13日

14日

17日

18日

 
19日

10:00

10:00

 
10:00

13:00

10:00

14:00

10:00

10:00

10:00

10:00

 
10:00

※常任委員会の進行状況により、開催しない場合があります。

皆さまのご意見などをお聴かせください
　市議会や市議会だよりに対する皆さまのご意見・

ご提案・ご要望をお聴かせください。今後の議会

運営の参考にさせていただきます。

鈴鹿市議会事務局
〒513-8701  鈴鹿市神戸一丁目18番18号
TEL：059-382-7600　FAX：059-382-4876
E-mail : giji@city.suzuka.lg.jp

宛先は


